
訪問介護事業所支援事業費補助金実施要領 新旧対照表 

 

改正後（新） 現行（旧） 

 

１・２ （略） 

 

３ 補助対象経費 

 （１）事業所における経験年数の長いホームヘルパーが、一定期間、経験

年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のないホーム

ヘルパーに同行し、訪問介護サービスの質の確保を図るための技能・

技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費を補助対象経費と

する。 

 （２）事業所が介護人材や利用者の確保のために行う広報に要する経費を

補助対象経費とする。 

 

４ 事業の採択 

 訪問介護事業所支援事業費補助金交付要綱による補助を希望する事業実

施主体は、下記書類を別に定める期日までに県に提出しなければならない。 

 なお、県は、上記書類を審査し、適切と認める場合は、訪問介護事業所支

援事業費補助金交付要綱に規定する補助金交付申請書を提出するよう通知

する。 

（１）事業計画書（別紙） 

（２）誓約書 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

１・２ （略） 

 

３ 補助対象経費 

 事業所における経験年数の長いホームヘルパーが、一定期間、経験年数 

の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のないホームヘルパーに 

同行し、訪問介護サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向 

けた指導を行う取組に要する経費を補助対象経費とする。 

 （新設） 

 

 

 

４ 事業の採択 
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（新設） 



改正後（新） 現行（旧） 

 

５ 事業実施上の留意事項 

３補助対象経費（１）において、介護報酬上、同時に２人のホームヘルパ

ーが１人の利用者に対して指定訪問介護を行い、１００分の２００に相当す

る単位数を算定した場合は、本事業の補助対象外とする。 

 

 

附則 

 この要領は、令和６年度２月補正予算から適用する。 

 この要領は、令和７年度２月補正予算から適用する。 
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